
【記入例】自衛消防訓練通知書
	　令和８年７月５日

糸島市消防本部消防長　様
防火管理者

氏　　　名　糸島　太郎
連　絡　先　〇〇〇－〇〇〇〇

	防火対象物名
	〇〇百貨店
	用途
	☑特定用途防火対象物
□非特定用途防火対象物

	所在地
	糸島市前原〇〇〇〇－〇


	訓練日時
	　　令和８年７月１５日（金）

０９時００分　～　１０時００分
	参加人数
	１０人

	訓練種別
	□総合訓練（消火、通報及び避難誘導訓練を連携して行う場合）

	
	☑部分訓練（　　☑消火訓練　　□避難訓練　　☑通報訓練　　）

	· 訓練種別と必要回数

	種別
	訓練の回数

	
	特定用途防火対象物（飲食店等）
	非特定用途防火対象物（共同住宅等）

	消火訓練
	年２回以上
	消防計画に定めた回数

	避難訓練
	
	

	通報訓練
	消防計画に定めた回数

	訓 練 概 要
	職員のみで給湯室のコンロを出火元として避難誘導訓練を行う。
その後、屋外にて水消火器を使用した消火訓練を行う。

	消防本部借用品
	☑有　□無　※　有の場合は、下記の借用依頼書に記入してください。

	借用依頼書
以下のとおり借用を依頼します。

	借 用 期 間
	　　　令和８年７月１４日１７時から　令和８年７月１５日１５時まで

	借 用 品 種 別
	☑水消火器（　１セット）　　□DVD等（　　　　　　　　　　　　　　）

	借用希望場所
	☑糸島市消防本部予防課　□前原出張所　□志摩出張所　□二丈出張所

	貸 出 要 件
	· 借用者は下記の貸出要件を遵守してください。
1 借用品を使用目的、使用場所以外で使用しないこと。
2 やむを得ず返却日を超える場合は、事前にその旨を糸島市消防本部予防課（332-8026）に連絡すること。
3 借用品の使用における事故、ケガ、汚損等は借用者が責任を負うこと。
4 破損もしくは紛失した場合、弁償対応となることがあること。
5 返却時は破損の有無、返却忘れ等がないよう借用品の確認を行うこと。


備考　１　通報訓練で119番通報を行う場合は、訓練開始５分前に予防課（332-8026）へ連絡をお願いします。なお、災害入電中は通報訓練をお断りする場合があります。

　　　２　本通知書１部を事前に糸島市消防本部予防課へ提出してください。提出方法は窓口への持参の他、下記へのＦＡＸ又は郵送が可能です。ただし、やむを得ない場合に限り、口頭によることができます。
　　　　【ＦＡＸ】324-4514　【郵送先】〒819-1113糸島市前原1783-1糸島市消防本部予防課
